
小須戸商工会 TEL 38-2560 FAX 38-2027      H30.11.1 

連鎖倒産からあなたの会社を守るための共済です。『経営セーフティ共済』（中小企業倒産防止共済） 

新
津
税
務
署
で
は
、
年
末
調
整
説
明
会

並
び
に
、
営
業
所
得
又
は
農
業
所
得
の
あ

る
方
を
対
象
と
し
た
決
算
説
明
会
を
左
記

の
通
り
開
催
い
た
し
ま
す
。
説
明
会
で
は
、

申
告
書
・
決
算
書
等
の
作
成
方
法
や
作
成

に
当
た
っ
て
の
注
意
点
な
ど
の
説
明
が
行

わ
れ
ま
す
。
説
明
は
、
税
務
署
が
依
頼
し
た

税
理
士
と
税
務
署
の
職
員
が
行
い
ま
す
。

年
末
調
整
説
明
会
に
つ
い
て
は
、
説
明
後
、

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
等
の
説
明
会
も

開
催
し
ま
す
。
参
加
申
し
込
み
は
不
要
で

す
の
で
、
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

【
お
問
い
合
わ
せ
】 

 

新
津
税
務
署 

 

 

年
末
調
整
説
明
会 

二
二
‐
二
一
七
一 

 
 

決
算
説
明
会  
 

二
二
‐
二
一
五
三 

 

※
同
封
し
た
チ
ラ
シ
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

七
月
に
発
行
い
た
し
ま
し
た
小
須
戸
商

工
会
の
各
部
会
共
同
事
業
、
共
同
広
告
の
十

二
月
発
行
分
の
募
集
を
い
た
し
ま
す
。 

【
発
行
月
】 

十
二
月
上
旬
（
予
定
） 

【
掲
載
料
】 

無
料 

【
申
込
方
法
・
期
限
】 

 

今
月
の
配
布
物
の
中
に
申
込
書
を
同
封
い

た
し
ま
す
の
で
、
ご
記
入
の
上
、
十
一
月
十

四
日
（
水
）
ま
で
に
商
工
会
へ
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。 

 

掲
載
に
あ
た
り
ま
し
て
は
そ
の
都
度
申
し

込
み
が
必
要
で
す
。 

 
国
税
庁
で
は
、
近
年
の
情
報
・
通
信
技
術

を
利
用
し
た
申
告
件
数
の
増
加
、
税
務
署
か

ら
送
付
し
て
い
る
申
告
書
用
紙
の
利
用
割
合

の
低
下
に
伴
い
、
資
源
保
護
及
び
行
政
コ
ス

ト
削
減
の
観
点
か
ら
、
申
告
書
用
紙
の
送
付

を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
対
象
と

な
る
方
に
つ
い
て
は
、
確
定
申
告
の
「
お
知

ら
せ
ハ
ガ
キ
」
ま
た
は
「
お
知
ら
せ
通
知

書
」
が
届
き
ま
す
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ

い
。 

説明会内容 開催日 時間 会場 

年末調整説明会 11 月 20 日（火） 13:00～15:30 
新潟市秋葉区文化会館

ホール 

青色決算説明会 

（営業） 
12 月 13 日（木） 

10:00～12:00 

新潟市秋葉区役所 6 階 

601 会議室 

青色決算説明会 

（農業） 
13:30～15:30 

白色決算説明会 

（営業） 
12 月 14 日（金） 

10:00～12:00 

白色決算説明会 

（農業） 
13:30～15:30 

対象者 送付される書類 

商工会を通して申告書を提出された方 

お知らせハガキまたは 

お知らせ通知書 

税務署の申告会場を利用して作成提出された方 

市区町村の申告会場を利用して作成提出された方 

ご自宅等で、国税局ホームページの確定申告書等作成コ

ーナーを利用して書面提出された方 

ご自宅で手書き作成した申告書を提出された方 確定申告書用紙 

ご自宅等から e-Tax（電子申告）された方、税理士に依

頼して作成提出された方 
送付されません 

11月 

の花 
 
菊 
 

商
工
こ
す
ど 

か
わ
ら
版 
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小須戸 

商工会 

平
成
三
十
年
度 

年
末
調
整
説
明
会
・ 

 
 

 
 

決
算
説
明
会
の 

 
 

 
 

 
 

開
催
に
つ
い
て 

商
工
会
各
部
会
共
同
事
業 

 
 

商
工
会
共
同
広
告
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

募
集
に
つ
い
て 

所
得
税
の
申
告
書
用
紙
に
代
え
て 

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
が 

届
き
ま
す 
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繁
盛
店
づ
く
り
支
援
事
業
の
第
三
回
公

開
臨
店
研
修
が
左
記
の
日
程
で
開
催
さ
れ

ま
す
。
店
舗
作
り
の
手
法
に
つ
い
て
、
実
際

の
店
舗
に
お
い
て
公
開
研
修
を
開
催
い
た

し
ま
す
。
申
込
不
要
で
部
分
参
加
も
可
能

で
す
。
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

                  

【
日
程
】 

 

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
二
日
（
木
） 

午
前
九
時 

～
十
時 

 

㈲
か
ま
く
ら
や 

十
時  

～
十
一
時 

㈱
浜
屋 

十
一
時
～
十
二
時 

住
吉
屋
寝
装
店 

午
後
一
時 

～
三
時 

 

参
加
店
会
議 

 
 
 
 
 
 
 

（
小
須
戸
商
工
会
） 

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（
公
益
財
団
法
人
に
い
が
た

産
業
創
造
機
構
）
は
、『
新
潟
県
の
産
業

を
活
性
化
す
る
』
を
使
命
に
、
県
内
企
業

の
皆
さ
ま
を
応
援
し
て
い
ま
す
。 

【
事
業
内
容
】 

皆
さ
ま
の
挑
戦
や
お
悩
み
を
、
多
彩
な

メ
ニ
ュ
ー
に
よ
り
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。 

 

○
創
業
し
た
い 

○
新
商
品
・
新
技
術
を
開
発
し
た
い 

○
販
路
開
拓
し
た
い 

○
海
外
展
開
し
た
い 

○
Ｉ
Ｏ
Ｔ
を
導
入
・
活
用
し
た
い 

○
人
材
育
成
し
た
い 

○
ビ
ジ
ネ
ス
ト
レ
ン
ド
を
つ
か
み
た
い 

○
市
場
顧
客
の
ニ
ー
ズ
が
わ
か
ら
な
い 

○
売
れ
る
商
品
づ
く
り
と
は 

○
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
進
め
方 

○
新
事
業
の
立
ち
上
げ
方 

○
共
同
研
究
の
相
手
が
み
つ
か
ら
な
い 

○
効
率
的
な
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・
・
・
な
ど 

補
助
金
等
資
金
的
支
援
を
は
じ
め
、
専

門
家
等
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
セ
ミ
ナ
ー
・
講

座
・
研
修
、
オ
フ
ィ
ス
・
設
備
レ
ン
タ

ル
、
マ
ッ
チ
ン
グ
支
援
、
テ
ス
ト
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
支
援
、
商
品
評
価
ブ
ラ
ッ
シ
ュ

ア
ッ
プ
支
援
な
ど
様
々
な
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。 

【
お
問
合
せ
先
】 

公
益
財
団
法
人
に
い
が
た
産
業
創
造
機
構 

電
話 

〇
二
五
‐
二
四
六
‐
〇
〇
二
五 

Ｅ
メ
ー
ル 

info@nico.or.jp 

労
働
者
（
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
を
含

む
）
を
一
人
で
も
雇
っ
て
い
る
事
業
主
は

労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）
に
加

入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

労
働
保
険
は
、
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
の

各
種
給
付
金
の
ほ
か
、
雇
用
の
安
定
の
た

め
に
事
業
主
に
支
給
さ
れ
る
助
成
金
な
ど

の
各
種
支
援
制
度
も
設
け
ら
れ
て
お
り
、

労
働
者
は
も
と
よ
り
事
業
主
の
た
め
に
も

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
制
度
で
す
。 

ご
相
談
は
商
工
会
へ 

商
工
会
で
は
、
労
働
保
険
の
事
務
処
理

負
担
の
軽
減
の
た
め
、
事
業
主
の
皆
さ
ん

の
委
託
を
受
け
事
業
主
に
代
わ
っ
て
労
働

保
険
料
の
申
告
、
納
付
、
そ
の
他
労
働
保
険

に
関
す
る
各
種
の
事
務
手
続
を
行
う
「
労

働
保
険
事
務
組
合
」
と
し
て
県
労
働
局
長

の
認
可
を
受
け
て
い
ま
す
。 

労
働
保
険
事
務
組
合
に
委
託
す
る
と
、

優
遇
制
度
（
①
事
業
主
や
家
族
従
事
者
の

労
災
保
険
へ
の
特
別
加
入
、
②
労
働
保
険

料
の
分
割
納
付
）
も
受
け
ら
れ
ま
す
。 

成
立
届
を
は
じ
め
、
所
定
用
紙
も
備
え

付
け
て
お
り
ま
す
の
で
労
働
保
険
に
関
す

る
こ
と
は
お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。 

小
須
戸
商
工
会
で
は
、
会
員
及
び
従
業

員
の
健
康
管
理
を
増
進
す
る
た
め
、
新
潟

県
労
働
衛
生
医
学
協
会
の
ご
協
力
の
も
と
、

定
期
健
康
診
断
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
こ
の
機
会
に
受
診
く
だ
さ
い
。 

【
健
診
日
】 

 

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
七
日
（
火
） 

 
 
 
 
 
 

十
一
月
二
十
八
日
（
水
） 

 
 
 
 
 
 

十
一
月
三
十
日
（
金
） 

※
健
診
日
に
よ
り
時
間
、
会
場
が
異
な
り

ま
す
の
で
申
込
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

【
申
込
み
】 

同
封
し
た
申
込
書
に
よ
り
、
直
接
新
潟

県
労
働
衛
生
医
学
協
会
ま
で
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

申
込
期
限
：
平
成
三
十
年
十
一
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
水
）
ま
で 

一
人
で
も
雇
っ
た
ら
、 

 
 

労
働
保
険
に
必
ず
加
入
！ 

ニ
コ
を
活
用
し
て
み
ま
せ
ん
か 

定
期
健
康
診
断
実
施
の
お
知
ら
せ 

お
店
作
り
に
つ
い
て
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か 

 
繁
盛
店
づ
く
り
支
援
事
業 

「
第
三
回
公
開
臨
店
研
修
」
の
ご
案
内

 
 

陳列指導 

POP の作成 


